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1．はじめに 

非化石価値取引制度においては、世界的にも調達電力の脱炭素化がより求められつつあ

る流れを踏まえ、証書の利便性の向上や需要家における証書のアクセス環境の更なる改善

を目的に、2021年度に制度の大幅な見直しを行った。 

これにより、需要家の直接購入を可能とし、価格を引き下げることでグローバルに通用する

形で取引ができる再エネ価値取引市場と、高度化法の義務履行を主な目的とする高度化法

義務達成市場を創設した。 

今回は、第二フェーズとなる 2023 年度以降の高度化法の中間目標値に関する高度化法

義務達成市場の制度設計や、昨今の取り巻く周辺環境を踏まえた再エネ価値取引市場の価

格水準やトラッキングに関する今後の方向性などを中心に検討を行った。 

本とりまとめの内容は、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基

本政策小委員会 制度検討作業部会 第七次中間とりまとめ（2022 年 7 月）においてとりまと

めた本制度の内容以降の議論が対象となっている。 
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2．市場整備の方向性 

2．1．高度化法義務達成市場 

（2023年度以降の第二フェーズの制度設計について） 

高度化法に基づく 2030 年度の目標に向けた毎年度の中間目標に関しては、第二フェーズ

となる 2023 年度以降の目標値の考え方や評価方法等について、第一フェーズ（2020 年～

2022年度）の取引の現状も踏まえつつ、論点を整理し、検討を行った。 

 

（参考図 1-1 第一フェーズにおける現状） 

 

 

 

（参考図 1-2第二フェーズに関する主要論点と検討の視点①） 
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（参考図 1-3第二フェーズに関する主要論点と検討の視点②） 

 

 

（第二フェーズの議論における基本的姿勢） 

 高度化法に基づく中間目標の第二フェーズの制度検討においては、政策的な整合性の観

点から、2030 年度のエネルギーミックス、更には 2050 年度のカーボンニュートラル社会の実

現に向けた取組を踏まえることが重要とし、本制度と関連する他の政策動向も適宜参考にし

ながら議論を行った。また、 ウクライナ危機に伴うエネルギー情勢の変動やこれに付随する

電力制度全般への影響なども考慮しながら検討を進めた。 

 具体的な制度設計の検討にあたっては、現行の第一フェーズにおける対象事業者の目標

達成状況を確認し、その結果も踏まえた上で、第二フェーズの在り方や具体的な論点（義務

量、評価方法など）検討すべきとの意見が多くあった。 

 このため、まずは第一フェーズの対象事業者に対する取組状況をアンケートを通じて確認

することにした。 

  

（2022年度の中間目標対象事業者に対するアンケート結果） 

各事業者の中間目標の達成状況を確認するため、2022 年 9 月中旬に、2022 年度の中間

目標値の対象となっている小売電気事業者 60 者に対し、アンケートを実施し、このうち 57 者

（共同調達を含む）から回答を得た1。 

 

 
1 3者については、事務局より個別に協力依頼も行ったものの、回答必須との認識ではな

いため会社として回答しない方針である点などを理由に回答いただけなかった。なお、当

該 3者の 2021年度の合計販売電力量は、2022年度の対象事業者全体の約 0.5%に相当。 
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（参考図 1-4アンケート内容) 

 

 

2020～2022 年度の対象事業者における証書の外部調達必要量と実績量（22 年度は見込

み）の推移は以下の表の通りであり、3 年間合計の外部調達量は必要量を 200 億 kWh 以上

下回る見込みだった2。 

 

（参考図 1-5 外部調達量で見た場合の証書の調達必要量と実績量の推移3） 

 

 
2 外部調達必要量と実績量は、第一フェーズの３カ年とも中間目標の対象である事業者の

量である（ただし、一部事業者は目標対象外となっている）。 
3 20年度は、対象事業者の目標値と余剰非化石電気相当量から試算している。旧一電につ

いては、社内・グループ内取引量を控除した量を試算している。22年度の外部調達必要量

は、アンケートの販売電力量から試算している。20、21年の実績量は達成計画の証書購入

量を利用している。22年はアンケート内容を利用している。ただし、一部の事業者はアン

ケート調査時点で具体的な調達量を未定と回答があった。 
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また、アンケート回答者（57 者）のうち、2022 年度の証書の調達量の回答もあった事業者

（55 者）における市場と相対それぞれの調達量は、市場調達よりも相対調達がやや多い見込

みであった。 

 

（参考図 1-6外部調達量で見た場合の証書の調達必要量と実績量の推移4） 

 
アンケートにおける今後の証書調達予定量を踏まえ、2020～2022 年度の外部調達量の達

成状況を試算したところ、全体の約 8割は 90%以上の達成となる見込みであった。他方、達成

率が 20％未満にとどまるなど、達成が困難な事業者もいた5。 

 

（参考図 1-7 3カ年平均による外部調達量からみた達成率（見込み）6 

 

 
4 一部事業者については、総量は確定しているが内訳までは未定であるため、便宜上、市

場と相対に均等配分した。 
5 事務局で把握している共同達成案件も考慮済み。また一部事業者は具体的な証書の調達

量までは未定としている点に留意が必要。 
6 達成率は（対象年度までの外部調達実績量）÷（対象年度までの外部調達必要量）によ

り試算している。第一フェーズの途中から対象となる事業者については、その年からの平

均にて算出している。 
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第一フェーズの目標達成の時期については、全体の 9 割が、来年 6 月末までに必要な外

部調達を達成見込みと回答した一方、7 者はアンケート調査結果時点で達成困難と回答した

（回答数は 57者）。 

達成困難である主な理由は、小売電気事業そのものの終了や販売電力量の縮小（5 億

kWh 未満）、収支の悪化などであった。このうち、収支の悪化を理由とする事業者に対しては、

目標の着実な達成の努力を改めて求めた。 

また 2022年度における対象事業者の調達状況については、引き続き確認することとした。 

 

（参考図 1-8 達成時期に対する回答結果と達成困難事業者の理由7） 

 

21 年度の非 FIT 証書の外部調達量に対する電力メニューでの需要家への訴求状況（活用

率）については、全体の約 7～8割が 10%未満の証書活用率であった。 

 

（参考図 1-9 2021年度における非 FIT証書の活用率8） 

 

 
7 達成率は参考図 1-7における算出方法により試算したもの。 
8 活用率は、アンケートにおける 21年度の電力メニューとしての証書の量÷同年での非

FIT証書の外部調達量。加重平均は各社の販売電力量に応じたもの。単純平均はアンケー

ト回答事業者数で割ったもの。 
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（第二フェーズの目標を考える上での基本的方向性） 

第二フェーズの目標値の在り方については、2030 年の高度化法の非化石比率目標や

2050 年のカーボンニュートラル社会の実現に向け、本制度が非化石電源の維持・拡大に貢

献するよう、その機能を果たすべき旨の意見が多数あった。 

他方、いまだ非化石比率の向上の途上にある中で、昨今のエネルギー情勢に伴う燃料制

約や電力価格高騰による安定供給への懸念もあり、目標値そのものについては、第一フェー

ズと同様、一定の配慮措置を求める意見があった。 

また、本制度が将来的な非化石比率の向上に資することが期待されるが、足元から直線

的に非化石電源が増加するとも考えにくい中では、実際の非化石電源の発電量に応じつつ、

できるだけ非化石価値が埋没しないような対応が必要である意見もあった。 

さらに前述のアンケートにおける達成率や証書の活用率も踏まえると、第二フェーズにお

いて過度に高い目標を課すことは、事業者の履行を却って難しくすることにつながり、非化石

電源への維持・拡大につながらないおそれがある。 

これらを踏まえ、第二フェーズは、2030年、さらに 2050年へのカーボンニュートラル社会の

実現に向けた移行期と位置付け、一定の配慮措置は講じつつも、段階的に目標水準を高め

ながら、非化石電源側への維持・拡大を着実に促進していくことを基本とした。 

 

（参考図 1-10 2030年の目標に向けた今後のフェーズにおけるイメージ） 

 

 

（具体的な目標の評価方法） 

第一フェーズにおいては、非化石電源の稼働率の変化等による非化石証書の供給量の変

動に小売電気事業者がある程度柔軟に対応できるよう、複数年度の平均値で評価することと

した（目標値の 3年間の平均値と実績値の 3年間平均値との比較）。 
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また、目標の達成状況を明らかにするため、事業者名や未達率を公表し、取組が不十分

な事業者に対しては、高度化法に基づく指導、勧告等の措置を講じることとしている。第二フ

ェーズの具体的な評価方法を検討するに当たっては、この第一フェーズにおける目標達成状

況を確認した上で議論する必要がある旨の意見が複数あった。 

前述の実施したアンケート結果等を踏まえると、現状第一フェーズの対象事業者の大半は

目標達成に着実に取り組んでいる一方、一部の事業者は現時点で目標達成困難と回答して

いた。また、達成困難な理由として、外部環境の変化に伴う収支の悪化等を挙げる事業者が

複数あった。 

証書の需要が想定を下回り、証書が売れ残る状況も生じている中、第二フェーズに同様の

状況が生じることとなれば、制度目的の達成への懸念を高めかねない。このため、第二フェ

ーズにおいては、売り手側の供給が余剰となる懸念と買い手側の供給が不足する懸念を、

第一フェーズよりもバランスさせていくことを基本としつつ、具体的な評価方法を検討した。そ

の際、具体的な評価方法として、以下のような案を前提に検討を行った。 

 

⚫ 単年度評価を採用。非化石電源の停止による大幅な供給減少など、買い手側の責めに

帰さない事象に対し、一定の配慮措置を導入。期間は３年間。 

⚫ 徐々に複数年度から単年度評価に切り替え。例えば、期間を４年間としつつ、前半２年

間は複数年度評価、後半２年は単年度評価とする。事業者の責めに帰さない事象に対

する一定の配慮措置は、単年度評価の場合に比べて弱い形で設定。 

 

（参考図 1-11 複数年度と単年度評価に対する売り手と買い手側双方のメリット・デメリット） 

 

 

（証書のバンキングについて） 

第一フェーズにおいては、証書の買い手側が複数年評価に基づく調達行動をとれる一方、

売り手は発行する証書に 6 月末までの有効期限が存在するため、仮に複数年評価を導入す

る場合、売り手側の取引行動もより柔軟にするよう、証書のバンキング（繰り越し）制度を検

討することも一案との意見があった。 

バンキングのメリットとデメリットを整理すると、導入により証書の流動性を一定程度確保で

きる一方、年度毎に非化石電源比率をみる高度化法の根本的な概念と相容れない可能性が

高いことがあげられた。また、温対法における証書の活用方法や管理にも大きな影響を及ぼ
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す可能性があった。 

このため、第二フェーズにおける売り手側の取引行動の柔軟性確保については、バンキン

グの導入ではなく、評価方法や具体的な目標の設定方法などで対応することを基本とした。 

 

（参考図 1-12 証書のバンキングにおけるメリットとデメリット） 

 

（第二フェーズの具体的な評価期間） 

第二フェーズについては、2030 年および 2050 年を見据えた移行期として、一定の配慮措

置は採用しつつも、段階的に目標を高めていくことで非化石電源の維持・拡大を促進する方

向性とした。また、評価方法についても、証書のバンキング措置を講じない前提で、事業者の

責めに帰さない事象に対する一定の配慮措置を講じつつ、毎年度単年度評価による対応を

行うことに、議論において大きな異論はなかった。 

このため、第二フェーズについては、期間を 3年間（2023年度～2025年度）とし、目標の評

価方法は毎年の単年度評価とした。 

その上で、事業者の責めに帰さない事象に対する配慮措置としては、非化石電源の停止

による大幅な供給減少について、第一フェーズで導入した大幅な事情変更時の評価における

配慮措置を基本としつつ、検討を深めていくこととした。 

 

（目標値の設定方法の在り方） 

第一フェーズにおいては、カーボンフリー価値へのアクセス向上を求める需要家のニーズ

等を踏まえ、制度の抜本的な見直しを行い、再エネ価値取引市場と高度化法義務達成市場

に区分することにした。 

この見直しに伴い、中間目標の履行手段を非 FIT 証書のみとしたことから、目標値の設定

方法も、非 FIT 証書の需給バランスを踏まえ、対象事業者が外部から調達する比率を設定し

た上で、各社の目標値が決まる方式とした。 

第二フェーズにおいても目的に応じた２つの市場が継続することが大前提であり、引き続き

中間目標での対象証書も非 FIT証書である点や、段階的に目標を上げていく第二フェーズの

基本的方向性を踏まえ、これまでと同様、非 FIT 証書の需給バランスを考慮した外部調達比

率を設定することにした。 
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（参考図 1-13 制度見直し後の需給バランスに基づく目標値設定のイメージ9） 

 
（化石電源グランドファザリングの在り方） 

第一フェーズの制度設計では、対象事業者毎の非化石電源の調達環境の差違を踏まえ、

従来の化石電源から新たに非化石電源の電気を調達することの困難性や事業環境の激変

を防ぐという観点から、化石電源グランドファザリング（以下、GF)を導入した。 

具体的には、2018 年度の対象事業者の非化石電源比率が、当該年度の対象事業者全体

の非化石電源比率を下回る場合のみ、GF として各社の目標値の算定において当該差分（パ

ーセントポイント）を控除することにした。 

また、第二フェーズ以降は、非化石電源の稼働状況等を踏まえ、電源維持等のインセンテ

ィブを損なわないことに配慮しつつ、GFの在り方を適切に見直すことを基本とした。 

GF の見直しについては、小売電気事業者の非化石電源の利用の遅れを是正し、非化石

電源の維持・拡大を促す観点から、漸減させていく方向性について特段大きな異論はなかっ

た。他方、その実施に当たっては、小売電気事業者の競争環境や事業環境にも配慮すること

が必要である旨の意見があった。 

このため、GF の漸減方法については、第二フェーズの 3 年間において、毎年度減らしてい

く方法と、第一フェーズと同様に一定とする方法が考えられるが、毎年度の証書の需給バラ

ンスに与える影響を抑制する観点から、3年間を通じて同一とすることした。 

また、漸減率については、元来、小売電気事業者の非化石電源の調達環境に配慮して設

定されたことを踏まえ、GF を設定した 2018 年度以降の小売電気事業者の平均的な非化石

電源比率の変化を反映することととした。具体的には、平均非化石電源比率が 2018 年度の

22.8%から 2021 年度に 28.8%へ上昇していることを踏まえ、３年分の上昇率である 6％を第二

フェーズにおける GFの設定基準値から引き下げることにした10。 

 
9 市場や外部との相対で供出可能となる量に対し、年度毎の購入必要量を決めるもの。 
10 第二フェーズの位置づけも踏まえ、GFの 1/2分の引下げにはやや性急感もあり、過去

3年間の非化石電源比率の上昇率である 6％が適切であるとした。 
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（参考図 1-14 非化石比率の推移11と GF量の漸減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 非化石比率の推移については過年度実績との比較であるため、2020年度以降は FIT証

書（売れ残り配分量も含む）および非 FIT証書のいずれも対象とした際の比率（44%目標

との関係からみたもの）。 
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（参考図 1-15 化石電源グランドファザリングの具体的考え方12） 

 

 

（2023年度の目標値の具体的な需給バランスについて） 

 第二フェーズの GFは、漸減方法を 3年間を通じて同一とする点や、その漸減率を GF設定

基準年(2018 年度)から足下に至る対象事業者全体の非化石電源比率の向上率を基に、当

該基準値から 6%引き下げることとした。 

他方、6%引き下げた後の 2023 年度の証書の需給のバランスを検討するにあたっては、供

給計画に反映されていない原子力の再稼働による影響や、市場メカニズムの中で適正な価

値付けされることが望ましいことから、現行よりも需給バランスを 1に近づけるべき意見もあっ

た。 

そこで改めて 6%引き下げ後の需給バランスを示しつつ、現行の需給バランス（1.2=供給が

需要の 2割増し)が取り決められた経緯やその後の動向も踏まえつつ、第二フェーズにおける

需給バランスを検討した。 

もともと第一フェーズの需給バランスを決める際には、需給のいずれか一方が極端に多く

なることをあらかじめ定めることで、価格が一定の値に張り付き、市場本来の価格変動が生じ

ない事態は避ける必要があるとした。 

これを踏まえ当時は、供給側の減少リスクを過度にバランスに含めることによる売れ残りリ

スクを考慮しつつ、スポット市場程には流動性が高くないと思われる本市場においては、取引

参加者への配慮として一定程度供給量に余裕を持たせることとし、最終的に需給バランスを

外部調達量の 2割程の余裕を持たせる形にした（つまり、1.2程度)。 

 
12 制度設計当時に活用可能であった 2018年度の対象事業者の非化石電源比率を用いて、

対象事業者全体の非化石電源比率の平均値と各社の比率を比較し、平均値より下回る分を

GF（パーセントポイント）として設定。目標値から当該 GF分だけ控除している。 

また証書の売り手として電源を有する事業者（主に旧一電）において、グループ内で取引

可能となる内部取引量の算定においても、当該全国平均値を基準に設定されている。 
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その後、第一フェーズの目標達成状況に関する定期的なアンケートや市場取引の推移を

見るに、買い手側の需要量は供給量に比べて弱い状況が続いており、市場価格が最低価格

に張り付いている要因の一つになっていると考えられる13。 

議論においても、市場メカニズムを通じた価格形成を求める意見があり、また今後の電力

の脱炭素化に向け既存の非化石電源の最大限の活用も予定されている中であり、第二フェ

ーズの基本的な方向性も踏まえ、これまでの需給バランスを再検討することとした。 

当該フェーズにおける配慮措置が特例的な対応であることを踏まえれば、需給双方におけ

る一定の事象に対応可能な余裕を、需給バランスの中に残しておくべきと考えられる。 

そこで例えば、参考となる市場として電気の取引であるスポット市場を見ると、各コマにお

ける需給バランス（売買の入札量比）はある程度ばらつきがあるものの、過去 5 年間の平均

バランスは 1.1程度となっている。 

ただし、スポット市場より流動性が低い本市場で需給バランスを 1.2から 1.1とした場合、23

年度の証書供出量からすると、約 90 億 kWh 分だけ需給バランスがタイトになり、これは原子

力発電所 1 基分を超える量に相当する。したがい、一定の余裕を持たせつつその目標の着

実な履行を可能とする環境として、そのバランスを 90億 kWhから半分程度に抑えている 1.15

程度（外部調達比率 12.0%)とすることにした14。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 ただし、直近 11月のオークションでは、売り切れが生じており、今後の動向を注視す

る必要がある。 
14 第二フェーズにおいては、単年度毎での目標達成を求めることにしており、第一フェー

ズの複数年平均による達成方式と比べ、市場や相対における需要側の調達量が増加すると

も考えられる（それだけ売れ残りのリスクも減るとも考えられる）。 
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（参考図 1-16 2023年度における非 FIT証書の需給量の試算値15 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 利用した基本データ 

直近の 2022年度供給計画取りまとめにおける、2023年度の全国大での非化石電源からの想定

供給電力量および需要想定量を利用。 

⚫ 証書の供出量 

上記供給計画における 23 年度の一般水力、原子力、太陽光、風力、地熱、バイオマス、廃棄

物の供給電力量から、各社の内部取引量および FIT発電量相当を控除した量が供出量。 

⚫ 需要想定量 

上記計画における 2023年度の電力需要量に、22年度の 5億 kWh 以上のシェアを乗じた値。 

⚫ 内部取引量 

グランドファザリング(GF)設定基準年(2018年度)における全国平均の非化石電源比率から 6%

引き下げた値または各報告対象事業者の非化石電源比率を用いて、内部取引量を算定。 

⚫ FIT発電量想定量 

2021 年度の年間買取実績を基に、22年度と 21 年度の第一四半期（4-6月期）の発電増加率を

乗じて、23年度の推計値とした。 

なお、非化石証書の内部取引量については、以下の方法で算定。 

⚫ GF設定対象外の場合：8.23% 

2018 年度の全国平均非化石電源比率を 6%引き下げた値(16.86%)－激変緩和量（8.63%） 

⚫ GF設定対象の場合  ：X＜8.23% 

2018 年度の各事業者の非化石電源比率－激変緩和量（8.63%) 

上記数値に対して掛け合わせる数量については、2023年度の供給計画における小売側の販売電

力量（送電端）より試算。 
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（参考図 1-17 2023年度における非 FIT証書の需給バランス表  ） 

 

 

 

（参考図 1-18 他市場（スポット市場）における売買入札比率の状況16 ） 

 

 

 

 

 
16 日本卸電力取引所のスポット市場取引結果を利用。

http://www.jepx.org/market/index.html 

いずれも売入札量÷買入札量の値における最大と最小値を求めたもの。1を超えていると

売入札量＞買入札量。 

http://www.jepx.org/market/index.html
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（参考図 1-19 2023年度の中間目標値における数値のイメージ（試算）GF対象外の場合） 

 

（第二フェーズにおける配慮措置について） 

第二フェーズを 2023 年度から 3 年間とした上で、目標の評価方法を毎年の単年度評価と

する際、事業者の責めに帰さない事象として、非化石電源の停止による大幅な供給減少が

生じた場合の対応については、第一フェーズで導入した大幅な事情変更時の評価における

配慮措置を基本としつつ検討を深めていくこととした。 

第一フェーズにおいては、非化石電源の稼働停止や出力の低下などにより、証書の流通

量が著しく減少するなど、目標の達成に係る大幅な事情の変更が見込まれる場合には、必

要に応じて目標値に関する検討を行うこととしている。 

第二フェーズにおいて同様の事象が生じた場合の配慮措置については、事業者の予見可

能性を確保する観点から、具体的な対応内容や当該措置が適用されうる水準について、事

前に明確化するため検討をおこなった。 

議論において適用内容や発動水準については、以下とすることとした。 

 

◼ 適用内容 

証書供給量の著しい低下など、事業者の責めに帰さない事象により目標達成が明らかに

困難である場合、当該事象発生後に目標値を再検討していると、時宜を逸する可能性がある。 

このため、各年度の目標の達成状況の事後的な評価において、指導・助言の対象外とす

る。 

なお、適用については、個別事業者毎に適用するのではなく、対象事業全体に上記の措

置が一律に適用されるものとする（対象事業者全てが、同じように指導・助言の対象外とな

る）。 
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◼ 発動水準（発動のタイミング） 

配慮措置は、市場の需給バランスでは対応困難として特例的に発動されるものであること

から、発動水準となる目安については、目標設定の需給バランスに応じたものとする。 

具体的には、例えば、需給バランスが少なくとも 1.0 を下回った場合（または下回る見込み

が非常に高いと考えられる場合）とする。 

なお、発動のタイミングの精査については、アンケートの実施を一つの手段としつつ、運用

において適宜対応していくことにする。 

また、第一フェーズにおいて導入した、対象事業者が最終オークションにおいて需給が逼

迫したことによりやむをえず目標達成が困難となった際の配慮措置17については、第二フェー

ズにおいても引き続き採用することとした。 

 なお、第二フェーズの目標値の設定方法や配慮措置に関連しては、主に以下のような意見

があった。 

⚫ 非 FIT証書の需給バランスについて、グランドファザリング（以下、GF とする）の漸減率

案について異論は無い。GFを踏まえた需給バランスについて、単年度評価により需給

バランスの想定は大きく変動しにくくなることも想定されるが、最低価格に張り付かないよ

う引き締めていくことが必要。 

⚫ 需給バランスについて、急激に引き締めることでひっ迫するリスクはあるので配慮は必

要だが、１に近づけていく方向性であるべき。原子力の再稼働を進めていく中で、供給計

画と実績値の乖離によって供給が余剰になる可能性も考慮して需給バランスを検討する

必要がある。 

⚫ 非 FIT証書について、最低価格の維持及び GFの見直しに賛同。需給バランスについ

て、市場メカニズムの中で非化石価値を適正に評価する観点から、GFの水準に関わら

ず、1から大きく乖離しない水準で設定することが望ましい。 

⚫ GFについて、引き下げる方向性は正しい。水準については議論の余地があるが妥当で

はある。 

⚫ 需給バランスについて、1.15 とすることに異論ない。来年度からの第二フェーズの実際

の取引結果を踏まえ、市場メカニズムの中で非化石価値を適正に評価する観点から、こ

の水準の妥当性を確認いただきたい。 

⚫ 配慮措置について、小売電気事業者の責めに帰さない事象が生じた場合の対応を事前

に定めておくことは極めて有用。発動のタイミングについて運用において適宜対応とある

が、年度中に脱落した非 FIT電源が復帰することもありうるので、発動の要否は慎重に

見極めていただきたい。 

 
17 第 61回 制度検討作業部会（2022年 1月 21日）資料 5 第１フェーズの評価における

配慮措置について

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf

/061_05_00.pdf#page=12 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/061_05_00.pdf#page=12
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/061_05_00.pdf#page=12
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⚫ 配慮措置について、最終オークションまで購入を控える事業者があえて購入せず未達成

となることもありうる。公平性の観点及び非化石電源への投資加速させる中で証書が売

れ残ることを防ぐために、明らかに調達率が低い事業者は指導・助言の対象とすること

も考えられる。 

 

（高度化法義務達成市場における最低・最高価格の導入経緯） 

高度化法義務達成市場おける証書の価格については、需給のバランスにより取引価格が

決定されるべきであるが、非化石価値（証書）の原価が観念しにくく、特に取引開始当初にお

いては、年 4回のオークションでどのように取引価格が決まるか予見しがたい面がある。 

このため、小売電気事業者及び発電事業者双方の予見性を確保し、市場取引の安定化を

図るべく、見直し当時に時限的に最低・最高価格を導入することとした。この場合、最低・最高

価格は、取引価格におけるセーフティネットとしての機能を担うことも想定したものでもある。 

 

（高度化法義務達成市場の証書価格の在り方） 

2050 年のカーボンニュートラル社会の実現のためには、あらゆる産業が経済活動の脱炭

素化に向け、GX リーグなど各政策なども通じて二酸化炭素の排出量削減に着実に取り組む

ことが求められつつある。 

この中で、使用する電力においても、化石燃料由来からカーボンフリーな電源由来の電気

を調達する動きがでてきており、小売電気事業者による実質再エネなどのカーボンフリーメニ

ューの増加や、需要家自らが証書を購入していく動きなどが出始めている。 

また、2030年のエネルギーミックスを踏まえ、新たな再エネの普及に需要家も貢献すること

を重視する傾向が進んでいる様子であり、一部の需要家においては、そうした新たな電源を

支えながら、当該電源由来の環境価値を求めるニーズが高まっている旨の意見もあった。 さ

らに、今般、日系企業の参加数も増加している RE100 における技術要件の改定もなされてお

り、例外措置などはあるものの、今後一定の稼働電源に限った再エネ調達を求める動きも予

想される。 

 こうした社会全体の GX における使用電力の脱炭素化においては、非化石証書に対する需

要そのものが今後より高まると考えられる一方、上記のように需要側が取り組む内容の多様

化が進むことが考えられる。 

これら背景を踏まえ、第二フェーズにおける論点である証書価格の在り方について、以下

の視点について議論を行った。 

✓ 非化石証書の取引において、取引価格は下限に張り付く傾向がある一方、GX リーグ

では、炭素価格が長期的に上昇する価格シグナルを示す観点から、市場取引の上

限・下限価格を引き上げていくことを検討している。 

✓ また、非化石証書と同様、環境価値を示す J クレジットの再エネ発電由来分は、需要

の高まりに応じ、平均落札価格が上昇基調にあり、直近のオークションでは約 1.5円



20 

 

/kWh となっている。加えて、昨今の燃料価格高騰による電力価格の上昇により、電力

価格と比べ、証書価格は相対的に低くなっている。 

✓ こうした中で、非化石証書の最低価格について、どのように考えるか。例えば、圧倒的

に供給過多である再エネ価値取引市場の最低価格と、それに比べて需給がある程度

バランスしていると考えられる高度化法義務達成市場の最低価格を区分して考えた上

で、双方の最低価格の差を縮小することや、価格水準そのものを変えることは、どの

ような影響を及ぼしうるか。 

✓ なお、環境価値に対する需要の多様化に伴い、相対的に古い再エネ電源よりも、新し

い再エネ電源に高い価値を認めようとする動きもある。こうした動きは、今後、非化石

証書制度における電源の属性情報の付与（トラッキング）のあり方に影響する可能性

がある。 

 

（最低価格の具体的水準について） 

高度化法義務達成市場における価格については、昨年の制度見直しに際し、将来的には

需給に基づくバランスにより取引価格が決定されるべきとする一方、こうしたあるべき取引の

姿に向けては、一定の段階を経る必要があるとされた。 

その結果、現行の最低価格 0.6 円/kWh は、小売電気事業者への事業環境への影響や発

電事業者側への投資促進という双方の観点から、事業者の予見可能性を損なうことを回避し、

市場取引の安定化を図る時限的なものとして設定された。 

高度化法義務達成市場におけるこれまでの取引は、昨年 8月の初回オークション以降、約

定価格が概ね最低価格に張り付いており、毎回のように売れ残りが生じるなど、買い需要が

比較的弱い状況が続いている。また、相対取引においても、概ね同様の需給状況と考えられ

る18。 

こうした状況を踏まえ、証書の最低価格については、2023 年度から 3 年間の第二フェーズ

においても、第一フェーズにおける 0.6円/kWhの水準を引き続き維持することとした。 

なお、当時の価格の検討においては、主に以下のような意見があった。 

⚫ 非 FIT証書の最低価格について、0.6円/kWhを維持する事務局案は、非化石電源の

維持拡大という制度趣旨を受けたものと理解。他方で、小売電気事業者が需要家に

対して証書価値を訴求しやすい環境の整備も重要な視点。 

⚫ 価格水準については、需要家による非化石証書へのアクセスを可能とするため、米国

の市場を参考に再エネ価値取引市場と高度化法義務達成市場に分けたと理解してお

り、現在でも米国でコンプライアンス市場とボランタリー市場間に価格差が生じている

ことから、我が国においても目的の異なる２つの市場間で価格差が生じていること自

 
18 ただし、直近 11月のオークションでは、売り切れが生じており、今後の動向を注視す

る必要がある。 
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体は問題ないと理解。今後高度化法義務達成市場の最低価格引き下げは非化石電

源の維持・拡大に影響を与えるため望ましくない。 

⚫ アンケート結果から非 FIT証書の活用率が低く、要因として需要家のニーズにマッチ

していないと認識。他方で FIT証書は需要家ニーズを踏まえて見直されていることを

考慮すると、非 FIT証書の最低価格や価格差について需要家ニーズを起点に考え、

必要に応じて見直されるべきと考える。 

⚫ 需要家ニーズは追加性のある再エネに向き始めているので、非 FIT証書についても

例えば追加性の有無で市場を分けることも一案。需要家ニーズのない証書の調達や

再エネ価値取引市場との価格差は、小売電気事業者の更なる負担増になるので慎重

な検討や見直しをお願いしたい。 

 

（中間目標の達成に利用可能な証書） 

第一フェーズにおいては、カーボンフリー価値へのアクセス向上を求める需要家のニーズ

等を踏まえた見直しに伴い、小売電気事業者が高度化法の目標達成に利用できる証書は、

高度化法義務達成市場において取引される非 FIT証書のみとなっている19 

第二フェーズにおいても、それぞれの目的に応じた２つの市場が継続することが大前提で

ある。このため、小売電気事業者が目標達成に利用できる証書は、引き続き、高度化法義務

達成市場で取り扱われる非 FIT証書とすることを基本とした20。 

 

(中間目標の対象範囲について) 

現行の高度化法に基づき、小売電気事業者、及び一般送配電事業者、特定送配電 

事業者のうち、前事業年度における電気の供給量が 5億 kWh以上の事業者は、非化石エネ

ルギー源の利用目標達成計画を経産大臣に提出することになっている。 

小売電気事業の全面自由化がなされた 2016年度以降、上記対象となる事業者数は、小

売電気事業者数全体の増加と相まって増えているが、電力の全需要量に占める割合は、や

や低下しつつある。 

こうした現状を踏まえつつ、一定の閾値によって対象事業者となるか否かが決まる状況、

事業者同士における競争上の公平性の観点などから、対象事業者の閾値を再考する必要性

について検討を行った。その結果、特段現行の対象範囲を積極的に変更する必要性を主張

する意見は少なかったため、引き続き現行の対象範囲とすることとした。 

 
19 制度見直し前の 2020年度のみ、FIT証書も目標値の実績に参入可能。 
20 なお、制度の見直しに際し、主に FIT証書を目標達成に用いていた事業者から、引 

き続き FIT証書を目標達成に用いたいとの声もあった。高度化法の目標達成に FIT証書 

を利用できることとした場合、小売電気事業者の選択肢の拡大につながる一方、市場を 

２つに区分した趣旨を損ねる可能性もある点や、仮に利用を認める場合、FIT証書と非

FIT証書の価格差の支払いや、目標値の設定における FIT証書利用量の考慮が不可欠とな

る点を議論において指摘した。 
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（証書購入費用と料金の在り方） 

高度化法に基づく非化石価値取引市場は、非化石価値を顕在化し、小売電気事業者がそ

の価値を電力と一体で需要家に適切に提供することで、非化石電源比率の向上を促すととも

に、非化石電源側の維持や拡大に資するような仕組みとして設計された。 

制度設計に際し、証書の購入費用については、小売の競争環境を歪めないためにも電気

料金に一律転嫁できる適切な制度が必要との意見があった一方、市場メカニズムを利用して

消費者負担の軽減を図るという電力市場改革の趣旨に反するところがあり、消費者に一律転

嫁することを制度上認めることは難しいのでないかとの意見もあった。 

こうした中で、小売電気事業者の非化石証書購入に伴う機動的な料金改定手続について

は、それを求める新規参入者を含む小売電気事業者への事業環境への影響を確認しつつ、

引き続き検討することとされた。 

その後、脱炭素化に向けた取組が広がる中で、非化石価値へのアクセス向上を求める 

需要家の声を踏まえ、昨年、非化石価値を取引する市場を２つに分ける、制度の抜本 

的な見直しを行った。 

足下では、非化石証書の購入費用について、例えば、新たなカーボンフリーや再エネの料

金メニューの提供など、小売電気事業者の創意工夫により回収する例もある。 

他方、こうした取組による費用回収は、いまだ限定的である。また、再エネ価値取引市場と

高度化法義務達成市場の最低価格に価格差があり、当該価格差については、FIT証書を直

接購入可能である需要家の費用負担の受容性を鑑みると、回収が困難との声も強い。 

 

（検討の視点） 

非化石証書は、市場を通じて、あるいは市場外で相対にて取引され、市場取引については

最低価格が設定されているものの、基本的に取引価格は自由である。その結果、小売電気

事業者の非化石証書購入単価は、事業者により様々である。こうした中で、規制料金の需要

家21に対し、証書購入費用について一律の負担を求めることについて、以下の視点から議論

をおこなった。 

✓ 証書の取引を事業者間の自由な取引に委ねつつ、需要家に対して機動的な料金改

定手続きを通じて一律の費用負担を求めることは、現行制度を根本から見直し、市場

メカニズムを活用した証書取引を見直さない限り、制度的に両立困難ではないか。 

✓ この点、例えば、電源開発促進税や FIT賦課金のように、小売料金に含まれる形です

べての需要家が一律に負担する費用については、それぞれの単価が制度的に一律

に定められていることが参考になるのでないか22。 

 
21 規制料金に費用が反映される場合、自由料金にも同様に反映されることを想定。ただ

し、反映されるかどうかについて、制度的な担保はない。 
22 経過的に措置されている現行の小売規制料金で、証書購入費用は料金原価の一部。 
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✓ 他方、小売電気事業者において、証書購入費用が年々増加し、その回収に困難を生

じている現実もある。こうした中で、小売電気事業者に過大な負担が生じないような制

度環境整備として、どのような対応が考えられるか。例えば、規制料金の原価に反映

された証書の購入費用について、その後の制度環境の変化に伴う費用の増加を一般

的な認可手続によらずに簡易に料金に反映できるようにすることへの声もある。 

 

当該課題では後述の通り様々なご意見やご指摘をいただいており、引き続き検討を行って

いくこととする。 

 

（参考図 1-20 証書購入費用の回収の在り方が制度設計に与える影響） 

 
 

なお、当時の検討においては、主に以下のような意見があった。 

⚫ 今の状況では規制料金の簡易的な転嫁ができず、負担が事業者に寄っており、高度

化法目標の引き上げも難しくなる。 CO2削減問題という中で、需要家に価格の負担

の必要性を理解していただき、価格転嫁が進むようにする必要がある。最低価格の引

き下げも一つの手ではあるが、その場合は CO2削減の深掘りは諦めるということにな

り、電力料金の負担軽減にはなるが、結局非化石導入が進まず、どちらを優先するの

かということになる。 

⚫ 自由料金については小売事業者の創意工夫で費用を回収するべき。経過措置料金

が規制料金として残っているが、規制料金の需要家にどのような形で負担していただ

くかが大きな課題となっている。毎年変動する証書購入費用をどう経過措置料金の需

要家に負担していただくかについては、我々の創意工夫では出来ない。自由料金では

負担いただき、経過措置料金では負担いただけないという整理は良くない。実務上・

制度上の課題もあると思うが、具体策についてご検討をお願いしたい。 



24 

 

⚫ 小売事業者の努力で費用回収が難しいところ、一律に回収できればよいと思っていた

が、課題も非常に多いことを理解。再エネ価値取引市場と高度化法義務達成市場の

最低価格の値差について改めて検討が必要。 

⚫ 高度化義務達成市場に限るということで、税負担に似たものとして、転嫁がありうる方

向に考えられる。規制料金に限るということであれば、市場メカニズムに否定された範

囲で転嫁を考えるということで、認める方向になりそうではある。他方、規制料金の需

要家に限るとしても、なぜ通常の料金改定では不十分で、機動的な料金改定が必要

になるのかについて知りたい。下流で一律転嫁した際に、自由競争を認めている上流

にどのような影響があるのかについて知りたい。今回、規制料金の需要家に限った話

だが、自ずと自由料金の需要家に対しても影響がありうる。議論の範囲を限ったとは

いえ、一般消費者への影響は看過できないので、慎重な検討が必要。 

⚫ 自由料金については小売事業者に様々な創意工夫が求められており、現行の高度化

法全体で考えると、一律の価格転嫁導入メカニズムを導入することは慎重であるべ

き。規制料金については、証書購入費用を可変費に含めることの解釈を明確化すると

いう検討については理解できなくもない。規制料金における簡便な転嫁の方法につい

ては創意工夫の余地があるところ、電促税や FIT賦課金とは扱いが異なる。今後の

取引動向を踏まえ、慎重に議論をお願いしたい。 

  

（共同達成23について） 

第一フェーズにおいては、中間目標における対象事業者のグループによる達成の在り方

について、その具体的手法について決定した。 

当該措置は目標の達成において、対象事業者になるグループ各社において一部または全

量を一部事業者に達成させるものであり、目標値そのものを変えるものではなく、着実な達成

を促す措置であるため、第二フェーズにおいても同様の措置を引き続き採用することとした。 

 

（第一フェーズでの電源開発や公営水力等の既存契約の解除等に対する扱い24について） 

第一フェーズでは、中間目標における GFの算出基準となる 2018年度の非化石電源の調

達契約が、その後解除等により調達できなくなった場合、事業者からの申請を踏まえ、非化

石電源の実績に当該解除分の非化石価値相当量を加算する対応を特例的にとった25。 

当該対応については、制度設計時に第一フェーズのみの対応に限定しており、第二フェー

 
23 第 59回 制度検討作業部会（2021年 11月 29日) 資料 3-1 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/0

59_03_01.pdf#page=26 
24 第 41回 制度検討作業部会（2020年 7月 31日) 資料 4 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/0

41_04_00.pdf#page=9 
25 だたし、適用は解除された年度のみ 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/059_03_01.pdf#page=26
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/059_03_01.pdf#page=26
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/041_04_00.pdf#page=9
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/041_04_00.pdf#page=9
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ズ以降は改めて議論することにしていた。 

今回、第二フェーズの基本的方向性やこれを踏まえ GF も漸減させていく方針であり、また 

当該既存契約の解除は、他方他の小売電気事業者が当該価値を調達していることでもある

と考えられ、同様の対応を続けることで非化石価値のダブルカウントを当然とするおそれがあ

るため第二フェーズ以降について新たに同様な事象が生じた場合でも本要件は適用しないこ

ととした。 

 

（第一フェーズにおける個社の大幅な事情の変更に該当する要件について26） 

 第一フェーズにおいては、対象事業者の GFの算定において、個別事業者における大幅な

事情の変更が見込まれる場合には、本作業部会で取り決めた一定の要件を満たす案件に限

り、要件対象の事業者の GFおよび中間目標値の変更を認めた。また当該対応については、

制度設計時に第一フェーズのみの対応に限定しており、第二フェーズ以降は改めて議論する

ことにしていた。 

第二フェーズにおいては、需給のバランスにより目標値を設定することや、事業者の責め

に帰さない事象による目標未達成に対する配慮措置を導入予定であり、また第二フェーズの

基本的方向性も踏まえ GF も漸減する方向性としているため、本措置についても第二フェー

ズ以降については適用しないこととした。 

 

（その他：FIP電源に係る非化石証書の需要家直接取引について） 

発電事業者と需要家間の直接的な取引による新たな再エネ調達の取組みは、再エネ価 

値の取引を利用しやすくすることで、今後の再エネ導入拡大を後押しするものである。 

このため、本年２月の本作業部会において、新設非 FIT電源及び卒 FIT電源に係る非化

石証書の直接取引を新たに認める一方、FIP電源については、「今後の需要家ニーズ等を踏

まえ必要に応じて検討」とされた。その後、今後検討とされた FIP電源について、新設非 FIT

電源及び卒 FIT電源と同様、需要家との直接取引を求める事業者からの意見が多く寄せら

れた27。 

 FIP電源については、発電事業者が自ら非化石価値の取引を行うものであり、他の非 FIT

電源と同じく需要家との直接取引を認めることとすれば、環境価値の取引方法の多様化につ

ながり、新たな再エネ導入に資する効果があると考えられる。 

このため、新設 FIP電源又は 2022年度以降に営業運転開始となった FIT電源が FIP電

源に移行した場合に限り、発電事業者と需要家における非 FIT非化石証書の直接取引を認

 
26 第 41回 制度検討作業部会（2020年 7月 31日) 資料 4 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/0

41_04_00.pdf#page=7 
27 2022年 4月から FIP制度が開始され、今後対象が拡大していく見込み。なお、本年 6

月に実施された初の FIP太陽光入札では 129MWが落札され、今後 FIP の認定申請を行

うことが見込まれる。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/041_04_00.pdf#page=7
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/041_04_00.pdf#page=7
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めることとした28。 

 

2．2．再エネ価値取引市場 

（再エネ価値取引市場を取り巻く動向） 

2021年 11月の初回オークション後、再エネ価値取引市場における約定量は着実に増加

しており、2022年度第１回オークションでは、約定量が過去最高の約 33億 kWh となった（平

均価格は 0.3円/kWh）。 

2022年 3月に資源エネルギー庁が行ったアンケート調査29では、小売電気事業者による

FIT証書の活用が増加しており、FIT証書を活用した再エネメニューを販売している小売電気

事業者は、回答事業者（52者）の約 6割（32者）であった。 

また、小売電気事業者以外の取引参加も増加しており、直近では、小売電気事業を行わな

い需要家が 16者、仲介事業を行う事業者が 65者、取引に参加している。 

こうした中で、本年改正された省エネ法に基づき、今後、エネルギー多消費事業者は、使 

用電気全体に占める非化石電気の割合を毎年報告することとなる。また、一部の業種におい

ては、2030年度の非化石電気の割合について定量目標の目安を定める方向で議論が行わ

れている30。 

 

（今後のトラッキングの在り方） 

FIT証書のトラッキング主体については、2019年以降、約 3年弱の国による実証を経て、ト

ラッキングの利便性の更なる改善に向けて、2022年 8月の 2022年度第１回オークションか

ら、日本卸電力取引所（JEPX）に移管した。再エネ価値取引市場における約定量の増加に伴

い、トラッキング需要及びトラッキングの参加事業者は増加しており、今後も着実な増加が見

込まれる。 

現状、トラッキング情報の供給可能量は需要量を大きく上回っており、マクロ的に不足は生

じていない。他方、都道府県別や電源種別の需要量と供給可能量との関係を見ると、ミクロ

的な需給バランスにバラツキも見られる。 

例えば、都道府県別では、宮城県での再エネの電源情報に対する供給量に対し、需要量

 
28 証書のダブルカウントを防ぐ目的で設定した要件についても対応する必要はある。な

お、FIP電源から供給される電気は、非 FIT電源と同じく高度化法における小売電気事業

者の目標値に計上されていることから、2023年度以降の目標値の設定に当たっては、本取

引量分を控除する必要がある。取引量が限定的と見込まれる 2022年度は控除しない。 
29 第 63回 制度検討作業部会（2022年 3月 16日）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/0

63_05_00.pdf#page=8 
30 例えば、自動車製造業においては、2030年度の非化石電気の割合を 59％とする方向。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて幅広い分野において様々な取組が進められて

おり、再エネ価値取引市場における約定量は、今後も引き続き着実に増加していくと見込

まれる。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/063_05_00.pdf#page=8
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/063_05_00.pdf#page=8
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が相対的に多いため、トラッキング情報の需給が比較的タイトになりつつある。 

現行のトラッキングは、非化石目標等を定める高度化法の下で、電源の性質によらず非化

石の価値が等しいことを踏まえ、非化石証書の購入者に対し、希望する電源の属性状況を約

定後に後付けする形式を採用している。その結果、証書価格には、電源の性質に応じた価値

の差異が反映されていない。 

このため、今後、電源種や所在地等のトラッキング情報に対する需要が増大することを見

据え、例えば、トラッキング手続に一定の手数料を取ることや、証書価格そのものに差が生じ

るような方策（電源証明化）を検討することとした。 

 

（参考図 1-21都道府県別 FIT トラッキングの需給状況（全体）） 
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（参考図 1-22都道府県別 FIT トラッキングの需給状況（太陽光）） 

 

 

（参考図 1-23都道府県別 FIT トラッキングの需給状況（風力）） 
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（参考図 1-24 FIT トラッキングの需要量推移と参加者推移） 
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（最低価格の在り方） 

2021 年度の制度見直しに際しては、世界的に脱炭素への取組が急務となる中、グローバ

ルな競争環境を見据え、海外の証書制度と遜色ない価格水準を念頭に、本市場における最

低価格（kWh当たり 0.3円）を決定した。 

その後、ロシアによるウクライナ侵攻による国際エネルギー市場の価格高騰など、エネル

ギーを取り巻く情勢は国内外で大きく変化している。 

燃料価格の高騰により電気料金が大きく上昇している一方、燃料価格に左右されない再エ

ネの価値が高まり、再エネ価値を取引する証書の価値が国内外で上昇傾向にあり、幅広い

分野で脱炭素に向けた取組が更なる広がりを見せる中、この傾向は今後も続く可能性が高

い。 

一方で、脱炭素化に向けた再エネ電源への投資を後押しする観点から、再エネ価値として

の証書の最低価格引上げを求める声は引き続き根強い。 

こうした状況を踏まえ、2023 年度分のオークションから、現行の最低価格を引き上げる方

向で検討を深めることとした。 

その際、引上げの是非や仮に引き上げる場合の引上げ幅については、今後、小売電気事

業者や需要家等に対するアンケートを実施し、その結果も踏まえ最終的に決定することとした。 

 

（アンケート結果） 

アンケートについては、再エネ価値取引市場のオークション（2021年 11月～22年 11月の

オークションまで）に 1度でも参加経験のある事業者に対し、当該市場に関する以下のアンケ

ートを実施した。回答数については、約 220 者に送付したところ、153 者（うち、小売事業者

114者、需要家 39者）より回答いただいた。 

 

（参考図 1-25 アンケート内容） 
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再エネ比率の現状と 2030 年度における見通しにおいては、全体的に比率は上がるものの、

事業者によりその対応の方針にはある程度ばらつきがみられた31。 

 

（参考図 1-26 使用電力における再エネ比率の現状と 2030年度の見通し） 

 

FIT 証書を購入する理由については、国際イニシアティブやサプライチェーンの脱炭素化、

自社の環境配慮計画への対応など幅広い用途に用いられている。 

また、今後 2年間の証書の購入方針においては、回答事業者の約 6割が、足下よりも 5割

前後の証書購入量の増加を見込んでいる模様だった。 

 

（参考図 1-27 FIT証書の購入理由と今後の調達方針） 

 

 
31 なお、2030年度についての回答は任意である点には留意。 
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現行の最低価格の水準が上がる際の幅については、許容値上げ幅が 0.1円以上である事

業者は回答者全体の 5割を超えていた。 

また、回答事業者の昨年 11月から足下 11月までの全てのオークションにおける累計証書

調達量で重みづけした場合、最低価格の値上げ許容レベルが 0.1 円以上である事業者の割

合は約 6割であった。 

 

（参考図 1-28 最低価格の値上げに対する許容性①） 

 

現行の最低価格に対する見解と、その水準が上がる際の幅についてみると、現状の最低

価格が比較的安価であると回答した事業者の中で、値上げ幅の許容レベルを 0.1 円以上に

回答した事業者は約 6割であった。 

 

（参考図 1-29 最低価格の値上げに対する許容性②） 
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（参考図 1-30その他本市場に対する主な意見等） 

 
 

（最低価格の価格水準） 

本市場の創設時の趣旨は、特にグローバルな競争環境にさらされ、使用電力の再エネ化

への取組が急務である需要家に対しても、市場に直接参加することを可能としつつ、証書の

調達コストを従来よりも抑制しつつ、安定的な取引を実現することであった。 

他方、その後の周辺環境の大きな変化から、再エネ価値に対するニーズも増加しつつある

模様であり、海外における証書価格もそのニーズの強さから価格水準も高まりつつある模様。

前掲した今回のアンケート結果においても、最低価格については、必ずしも引き上げられるこ

とに対し否定的な回答ばかりではないと思われる。 

また、現状の本市場の最低価格は、再エネ価値の一つとして、再エネ電源への投資（収入）

においても一定の役割を果たしている。 

こうした点からすると、価格の許容性の幅に対するアンケートの結果も踏まえつつ、最大限 

再エネ価値として更なる電源の投資を促す水準として、最低価格を 0.5 円/kWh にすることも

考えられる。 

一方、市場創設から 2年足らずでの水準の変更となる場合、現状の価格水準を基準に証 

書の購入計画などを立てている事業者も存在すると考えられるため、急激な制度変更による

影響も極力抑制しながらの対応が求められる。 

したがって、今回のアンケートにおいても比較的その値上げの幅として許容性も高いと考え

らえれる幅をとりつつ、電源側への影響も鑑み、最低価格を＋0.1 円/kWh となる 0.4 円/kWh

とし、2023年度の初回オークションから適用することとした。 
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3．おわりに 

今回も高度化法義務達成市場ならびに再エネ価値取引市場について、一定の制度の見直

し、整備を行ったが、今後も取引の全体的な状況に注視しつつ、課題の有無を確認しながら、

更なる制度の利便性の向上および利用の普及にむけた検討を深めていく。 
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電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会開催状況 

 

開催回数 開催日時 議題 

第 1回 平成 29年 3月 6日 （1）今後の市場整備の方向性について 

（2）詳細設計を行う上での留意事項について 

（3）今後の進め方について 

第 2回 平成 29年 3月 28日 （1）事業者ヒアリングについて 

（2）その他 

第 3回 平成 29年 4月 10日 （1）事業者ヒアリングについて 

（2）地域間連系線の利用ルール等に関する検討会  

平成 28年度（2016年度）中間取りまとめについて 

第 4回 平成 29年 4月 20日 （1）事業者ヒアリングについて 

（2）その他 

第 5回 平成 29年 5月 15日 （1）事業者ヒアリングについて 

（2）意見募集の結果について 

（3）その他 

第 6回 平成 29年 5月 22日 （1）海外有識者ヒアリングについて  

（2）事業者ヒアリングについて  

（3）その他 

第 7回 平成 29年 6月 6日 （1）需給調整市場について 

（2）インバランス制度について 

第 8回 平成 29年 6月 30日 （1）ベースロード電源市場について 

（2）その他 

第 9回 平成 29年 7月 26日 （1）インバランスの当面の見直しについて 

（2）間接オークション導入に伴う会計上の整理について 

（3）既存契約見直し指針について 

（4）中間論点整理（案） 

第 10回 平成 29年 9月 6日 容量市場について 

第 11回 平成 29年 9月 19日 需給調整市場について 

第 12回 平成 29年 10月 6日 容量市場について  

第 13回 平成 29年 10月 30日 （1）間接送電権について 

（2）ベースロード電源市場について 

第 14回 平成 29年 11月 10日 （1）需給調整市場について 

（2）容量市場について 

第 15回 平成 29年 11月 28日 （1）需給調整市場について 
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（2）非化石価値取引市場について 

（3）その他 

第 16回 平成 29年 12月 12日 （1）容量市場について 

（2）ベースロード電源市場について 

第 17回 平成 29年 12月 26日 （1）中間論点整理（第 2次）（案）及び非化石価値取引市

場について（案） 

（2）各市場等の制度設計に係る意見募集のご案内につ

いて 

第 18回 平成 30年 1月 30日 事業者ヒアリングについて 

第 19回 平成 30年 3月 2日 （1）事業者・団体ヒアリングについて 

（2）意見募集の結果について 

第 20回 平成 30年 3月 23日 （1）需給調整市場について 

（2）容量市場について 

（3）その他 

第 21回 平成 30年 4月 10日 （1）間接送電権について 

（2）容量市場について 

第 22回 平成 30年 4月 26日 （1）間接送電権について 

（2）容量市場に関する既存契約見直し指針について 

（3）ベースロード電源市場について 

（4）その他 

第 23回 平成 30年 5月 18日 （1）容量市場について 

（2）中間とりまとめについて 

第 24回 平成 30年 7月 17日 （1）中間とりまとめに関するパブリックコメントについて 

（2）需給調整市場について 

（3）その他 

第 25回 平成 30年 10月 22日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）その他 

第 26回 平成 30年 11月 26日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）間接送電権について 

第 27回 平成 30年 12月 17日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

第 28回 平成 31年 1月 30日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）需給調整市場について 

第 29回 平成 31年 2月 28日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 
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（3）ベースロード市場について 

（4）東北東京間連系線に係わる特定負担者の取り扱い

の明確化について 

第 30回 平成 31年 3月 19日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）ベースロード市場について 

第 31回 平成 31年 4月 22日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）その他 

第 32回 令和元年 5月 31日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）第二次中間とりまとめについて 

（3）その他 

第 32回 令和元年 5月 31日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）第二次中間とりまとめについて 

（3）その他 

第 33回 令和元年 7月 25日 （１）第二次中間とりまとめに関するパブリックコメントについて 

（２）ベースロード市場について 

（３）非化石価値取引市場について 

（４）事業者ヒアリングについて 

第 34回 令和元年 9月 13日 （１）容量市場について 

（２）その他 

第 35回 令和元年 10月 28日 （１）非化石価値取引市場について 

（２）ベースロード市場について 

（３）容量市場について 

第 36回 令和元年 12月 6日 （１）非化石価値取引市場について 

（２）間接送電権について 

（３）容量市場について 

第 37回 令和元年 12月 24日 （１）非化石価値取引市場について 

（２）ベースロード市場について 

第 38回 令和 2年 1月 31日 （１）容量市場について 

（２）非化石価値取引市場について 

（３）需給調整市場について 

第 39回 令和 2年 4月 7日 （１）容量市場について 

（２）ベースロード市場について 

第 40回 令和 2年 5月 29日 

 

（1）容量市場について 

（1）第三次中間とりまとめ（案）について 
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第 41回 令和 2年 7月 31日 （1）第三次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）非効率石炭のフェードアウトに向けた検討について 

第 42回 令和 2年 9月 17日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 43回 令和 2年 10月 13日 （1）容量市場について 

（2）需給調整市場について 

第 44回 令和 2年 11月 27日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

第 45回 令和 2年 12月 24日 容量市場について 

第 47回 令和 3年 3月 1日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 48回 令和 3年 3月 26日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）ベースロード市場について 

第 49回 令和 3年 4月 15日 （1）容量市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 50回 令和 3年 4月 26日 

 

（1）第四次中間とりまとめ（案）について 

（2）非化石価値取引市場について 

（3）需給調整市場について 

第 51回 令和 3年 5月 26日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）2021年度夏季及び冬季の電力需給の見通しと対策

について 

第 52回 令和 3年 6月 14日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）第四次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

第 53回 令和 3年 7月 5日 第５次中間とりまとめ（案）について 

第 54回 令和 3年 7月 16日 （1）今後の供給力確保策について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 55回 令和 3年 7月 16日 （1）ベースロード市場について 

（2）非化石価値取引市場について 

第 56回 令和 3年 8月 27日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）2022年度の需給見通し・供給力確保策について 



39 

 

（3）第５次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

第 57回 令和 3年 9月 24日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）2020 年度の高度化法に基づく達成計画の報告につ

いて 

（3）2021年度冬季に向けた供給力確保策について 

（4）需給調整市場の取引状況 

第 58回 令和 3年 10月 12日 第６次中間とりまとめ（案）について 

第 59回 令和 3年 11月 29日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）今冬の電力需給対策及び今後の電力システムの主

な課題について 

第 60回 令和 3年 12月 22日 （1）非化石価値取引市場について 

（2）容量市場について 

（3）電源投資の確保について 

第 61回 令和 4年 1月 21日 （1）容量市場について 

（2）電源投資の確保について 

（3）非化石価値取引市場について 

第 62回 令和 4年 2月 17日 （1）容量市場について 

（2）電源投資の確保について 

（3）非化石価値取引市場について 

第 63回 令和 4年 3月 16日 （1）容量市場について 

（2）ベースロード市場について 

（3）非化石価値取引市場について 

第 64回 令和 4年 3月 16日 （1）容量市場について 

（2）ベースロード市場について 

（3）需給調整市場について 

第 65回 令和 4年 5月 25日 （1）ベースロード市場について 

（2）容量市場について 

（3）電源投資の確保について 

第 66回 令和 4年 6月 8日 第７次中間とりまとめ（案）について 

第 67回 令和 4年 6月 22日 （1）ベースロード市場について 

（2）容量市場について 

（3）電源投資の確保について 

（4）非化石価値取引について 

第 68回 令和 4年 7月 14日 （1）電源投資の確保について 

（2）第８次中間とりまとめ（案）について 
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（3）高度化法の中間目標について 

（4）需給調整市場 三次調整力について 

（5）容量市場について 

（6）第７次中間とりまとめに関するパブリックコメントにつ

いて 

第 69回 令和 4年 8月 26日 （1）ベースロード市場について 

（2）需給調整市場について 

（3）高度化法の中間目標について 

第 70回 令和 4年 10月 3日 （1）ベースロード市場について 

（2）予備電源について 

（3）長期脱炭素電源オークションについて 

（4）第八次中間取りまとめに関するパブリックコメントに

ついて 

（5）高度化法の中間目標について 

第 71回 令和 4年 10月 31日 （1）ベースロード市場について 

（2）予備電源について 

（3）長期脱炭素電源オークションについて 

（4）高度化法の中間目標について 

第 72回 令和 4年 11月 30日 （1）ベースロード市場について 

（2）予備電源について 

（3）容量市場について 

（4）長期脱炭素電源オークションについて 

（5）再エネ価値取引市場について 

（6）高度化法の中間目標について 

第 73回 令和 4年 12月 21日 （1）ベースロード市場について 

（2）需給調整市場について 

（3）予備電源について 

（4）容量市場について 

（5）長期脱炭素電源オークションについて 

（6）非化石価値取引について 

第 74回 令和 5年 1月 13日 第九次中間とりまとめ（案）について 

※網掛け回は第十次中間とりまとめに関する議論を実施 
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電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会委員名簿 

 

※五十音順、敬称略 ◎は座長、〇は座長代理 

（令和 5年 1月現在） 

○秋元 圭吾 公益財団法人地球環境産業技術研究機構システム研究Ｇ  

 グループリーダー 

安藤 至大 日本大学経済学部 教授 

◎大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科 教授 

男澤 江利子 有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 

河辺 賢一 東京工業大学 工学院 助教 

小宮山 涼一 東京大学大学院工学系研究科 教授 

曽我 美紀子 西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士 

武田 邦宣 大阪大学大学院法学研究科 教授 

辻 隆男 横浜国立大学大学院工学研究院知的構造の創生部門 准教授 

廣瀬 和貞 株式会社アジアエネルギー研究所 代表 

又吉 由香 三井住友信託銀行株式会社 ESG ソリューション企画推進部 主管 

松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 教授 
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電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会  

オブザーバー名簿 

 

※五十音順、敬称略（令和 5年 1月現在） 

 

石坂 匡史 東京ガス株式会社 エネルギートレーディングカンパニー  

電力事業部長 

小川 博志 関西電力株式会社 執行役常務 

加藤 英彰 電源開発株式会社 常務執行役員 経営企画部長 

菊池 健 東北電力ネットワーク株式会社 電力システム部 技術担当部長 

國松 亮一 一般社団法人日本卸電力取引所 企画業務部長 

小鶴 慎吾 株式会社エネット 取締役 経営企画部長 

小林 総一 出光興産株式会社 常務執行役員 

佐々木 邦昭 イーレックス株式会社 経営企画部副部長 

新川 達也 電力・ガス取引監視等委員会事務局長 

花井 浩一 中部電力株式会社 執行役員 経営戦略本部 部長 

山次 北斗 電力広域的運営推進機関 企画部長 

 

（関係省庁） 

環境省 


